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研究成果の概要（和文）：計画の当初において、手動によってPROLEGにより短答式問題を解けることを確認し
た。しかし、そこで作った、自然言語文から得られる述語とPROLEGの述語をつなぐ橋渡しルールについては、問
題適用範囲が狭く、新しい問題に対応できないことが分かった。そこで、橋渡しルールとは別の手法を検討した
が、うまくいかなかったため、自然言語で書かれた短答式問題に対して、述語の質問を行い、その述語の変数に
対応する値を答えるという質問応答システムを使うことを考案し、初期的な実験を行った結果、ある程度の値の
代入を得られることが分かったが実用性にはまだ検討が必要であることがわかった。

研究成果の概要（英文）：We confirmed that bar exam multiple choice problem can be solved by PROLEG 
manually in FY2014. However, with regard to the bridging rules we made manualy, the scope of 
application of the problem was narrow and we found that we can not deal with new problems. So in 
FY2015 we examined a method different from the bridging rule, but it was not successful. In FY2016, 
we devised a method using a question answering system that responds to the value in the predicate. 
We carrie out the initial experiment and we found that substitution of some value can be obtained, 
but that it is still necessary to extend the method further.
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１．研究開始当初の背景 
司法制度は、国民が自らの権利を実現するう
えでの究極の制度といえる。なぜなら、生活
において犯罪や民事上の紛争が生じた場合
は、国民が私的に復讐や強制執行をすること
はできず、法治国家として究極的には裁判に
よってそれらの問題を解決せねばならない
からである。しかし、司法制度はあまりに専
門性が高いため、国民がそれを使って問題解
決をするには、弁護士を雇わなければならず、
弁護料の高額化が国民の司法制度の適正な
利用を阻んでいると考えられる。したがって、
この問題を解決し、国民一般が利用できるよ
うな司法制度にするために、情報学からの支
援が必要であると考えた。一方、我々は、平
成 23-25 年度に科研費基盤研究(B) におい
て、「民事裁判における要件事実論の論理プ
ログラミングによる計算機上の実現」という
研究を行った。要件事実論[1] とは、民事裁
判において裁判官が不完全情報下において
判決を下せるように、民法の要件を証明責任
の観点から分類する理論である。代表者は、
本研究の前に、要件事実論と論理プログラミ
ングの間に 1 対 1 対応があることを発見し、
この対応関係を利用して、論理プログラミン
グ に 基づい た 要件事 実 推論シ ス テ ム
PROLEGを開発した。そして、このPROLEG 
を用いて、要件事実論を計算機上で実装する
ことで、民事裁判における法律家の支援や計
算機による教育支援ができると考え、契約法
関連の民法条文について PROLEG によって
実装した。そして、その検証のために要件事
実論の教科書を用いて問題を解いていたが、
司法試験の短答式問題においても要件事実
論の考え方が適用できると考え、短答式問題
の解法として PROLEG が使えないかと考
えた。すると、短答式問題を解析してみると、
確かにある程度のコントロールされた言語
に基づいて問題が作られてはいるものの、問
題の中には、一般的に用いられている用語
（たとえば、「手紙で製品を注文し、相手方
がその注文を受けた旨、手紙で返答した」と
いう表現）から法律の用語（「申込」と「承
諾」（民法 521 条以降参照））へのマッピング、
すなわち、単語間の関係と法律概念の関係の
包摂問題（ここでは関係包摂問題(relation 
subsumption problem) と呼ぶ）を解くこと
が必要となることが分かった。 
２．研究の目的 
以上の背景を踏まえ、本研究の具体的目的と
して以下を設定した。 
・現在検討中である関係包摂問題解法を、
PROLEG が適用可能な短答式過去問全問に
ついて適用して、短答式問題の単語間の関係
と PROLEG の述語との対応を手動で作り
出し、それらの対応がパターン化できないか
を検討する。 
・上記パターンが機械学習によって自動的に
導出できないかを検討し、関係包摂問題を計
算機上で解く手法を開発する。 

３．研究の方法 
研究期間は３年とし，平成 26 年度では、短
答式問題文から自然言語解析を用いて生成
された述語および PROLEG で用いられる
述語との対応関係（ここでは「橋渡しルール」
と呼ぶ) を手動で作り出し、その対応関係に
より問題文に関連した関連条文や関連判例
か ら 問 題 文 が 導 け る か ど う か の 問 題
(entailment test) を解く手法について、
PROLEG が対象とする要件事実論に関する
司法短答式過去問全問に適用し、対応関係の
パターン化ができないかを検討する。 
平成 27 年度においては、上記「橋渡しルー
ル」を機械学習により自動的に生成する手法
について検討し、平成 28 年度では、司法試
験短答式問題だけでなく、広く判例をも用い
て、橋渡し知識を拡充し、新年度の短答式問
題を用いて効果を検証する。 
４．研究成果 
平成 26 年度では、短答式問題文から自然言
語解析を用いて生成された述語および
PROLEG で用いられる述語と対応関係を手
動で作り出し、それにより問題解決ができる
ことを確認した。しかしその対応関係を機械
学習により一般化する手法については、対応
関係があまりに多様であって、それらに対し
て機械学習できるくらいの量の事例を得る
ことが困難であることが判明した。 
平成 27 年度では、短答式問題の学習用デー
タとしてできるだけ多くの解答を作るべ
く,PROLEG による短答式問題解法に集中
した。また、PROLEG による知識表現につ
いて、自然言語のパーザーからの出力形式合
致するような RDF 的な知識表現への変更に
ついて検討し、ある程度の評価を得た。また、
判例ベースからのルール抽出についての研
究を行った。平成 28 年度では、上記のよう
に司法試験短答式の解答を増やしたが、橋渡
しルールを学習できるほどの数の解答を集
めることができなかったため、この方向を断
念した。そのかわりに、短答式の自然言語文
の問題に対して、当研究所で行っている東大
合格プロジェクトで用いていた質問応答シ
ステムを用いて PROLEG のルールの底辺述
語の質問に対して、その述語の変数に対応す
る値を答える方法を考案し、初期的な実験を
行った結果、ある程度の値の代入を得られる
ことが分かったが実用性にはまだ検討が必
要であることがわかった。 
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